
（整理番号２１０４） 

 

青 森 地 方 最 低 賃 金 審 議 会 

第２回青森県最低賃金専門部会  議事要旨 

令和５年３月 31日公開 

開  催  日  時 令和３年８月２日（月）９：５８ ～ １１：３５ 

出  席  状  況 

公益を代表する委員 出席    ３人 定数    ３人 

労働者を代表する委員 出席    ３人 定数    ３人 

使用者を代表する委員 出席    ３人 定数    ３人 

主  要  議  題 

１  資料説明 

２  金額審議について 

３  その他 

[議   事] 

１ 労働者側意見 

①「経済財政運営と改革の基本方針 2021」等に「より早期に全国加重平均 1000円以

上とする」とあること、②経済の発展、③人口減少対策を意識した地域間格差の是正、

④最低賃金引上げがグローバルスタンダードとになりつつある、⑤コロナ禍で疲弊す

る低賃金労働者に報いる、⑥ワクチン接種・治療薬の確立等により昨年とは状況が変

化している、⑦最低賃金発効が 10 月であることを踏まえ、現行最低賃金 793 円に 40

円プラスの 833円とすることを求める。 

２ 使用者側意見 

コロナ禍により足下の景況感が極めて厳しく先行きが見通せない情勢が続いており、

現下での最低賃金引上げは企業経営・雇用に深刻な影響を与える。今は「事業の継続」

と「雇用の維持」を最優先と考えることから、「現行水準を維持」を求める。 

 

 


